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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年５月１３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年５月５日 ２２時４０分ごろ 

発生場所 愛知県豊浜港 豊浜港南防波堤灯台から真方位２６２°８２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４２.１′ 東経１３６°５５.７′） 

事故調査の経過  平成２１年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 青
せい

龍
りゅう

丸、３.１トン 

   ２４０－５２６６６愛知、個人所有 

   ９.９７ｍ(Lr)×２.５２ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２０９kＷ、昭和５８年３月１３日 

Ｂ 漁船 第五正 盛
しょうせい

丸、０.６トン 

   ＡＣ３―３８４３３（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.３９ｍ(Lr)×１.６１ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６０kＷ（漁船法馬力数）、平成１３年７月２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年４月２４日 

    免許証交付日 平成１９年２月１４日 

           （平成２４年４月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年８月１５日 

    免許証交付日 平成２０年６月３０日 

           （平成２６年３月３０日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部及び船底擦過傷、プロペラ破損 

Ｂ 船尾部破損、船外機等損傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、平成２１年５月

５日（祝）１８時００分ごろ愛知県豊浜港を出発した。 

Ａ船は、豊浜港南防波堤灯台（以下「南防波堤灯台」という。）から１

２６°（真方位、以下同じ。）１,５００ｍ付近で魚釣りを行った後、２２

時３０分ごろ、次の釣り場（南防波堤灯台から２７０°１,１００ｍ付近）

に速力約１１～１３ノットで向かった。強い雨の中、船長Ａは、船橋後部

の踏み台に乗り、雨を遮るものを着用せずに操舵室より上に顔を出して前
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方を向き、顔や目に雨が当たる状態で、船橋左舷後部にある舵輪を操作し

ていた。 

一方、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、２０時００分ごろ愛知県豊浜

港を出発した。 

Ｂ船が、あなごかごを引き揚げるため南防波堤灯台から２３３°７００

ｍ付近に向けて東進中、船長Ｂは前方で魚釣りをしているＡ船の灯火を見

た。船長Ｂは、あなごかごを仕掛けておいた場所でＢ船を西北西方に向け

て漂泊し、船首左舷巻揚機付近で体を船首方に向けて引き揚げ作業を始め

た。船長Ｂは、衝突の約１０分前まで、時々、後ろを振り返ってＡ船の動

静を確認していたが、その後は引き揚げ作業に専念し、２２時３５分ごろ

急に強い雨が降ってきたので合羽の帽子を被った。 

船長Ｂは、あなごかごの半数程度を引き揚げたとき、後方から機関音が

聞こえたので中腰のまま振り返ったところ、Ａ船の船首が後方から接近す

るのが見え、２２時４０分ごろ、豊浜港内において、Ａ船の船首がＢ船の

船尾に乗り上げるように衝突し、Ｂ船は転覆した。 

落水した船長Ｂは、Ａ船の釣り客に救助され、病院に搬送された。Ａ船

の右舷船首が船長Ｂの左眼上部にぶつかり、船長Ｂは左眼窩内側壁骨折、

左眼眼球打撲を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 西北西、風力 １、視程 約１海里 

海象：海面 穏やか 

 その他の事項 Ｂ船には、白色灯、回転灯及び作業灯が設置されており、事故翌日にＢ

船を上架した際、白色灯及び作業灯のスイッチはオンになっていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

不明 

あり 

 Ａ船は、強い雨が降る状況下、豊浜港内を速力

約１１～１３ノットで航行し、顔や目に雨が当た

って前方が見えにくい状況であり、適切な見張り

を行っていなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、あなごかごの引き揚げ作業中、後方か

ら接近してくるＡ船の動静監視を適切に行わなか

った可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、白色灯及び作業灯を点灯していた可能

性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、強い雨が降る状況下、豊浜港内において、Ａ船が航行

中、Ｂ船が漂泊してあなごかごの引き揚げ作業中、Ａ船が適切な見張りを

行わずに航行し、また、Ｂ船が後方から接近してくるＡ船の動静監視を適

切に行わなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性がある

と考えられる。 

 




